
施策評価シート【分野別施策】 

 

施策名 関係部 

２－④ 高齢者福祉を推進する 福祉部、健康・こども部 

所管事業に関連する成果指標 

指標名 
単

位 

実績値 
5 年度 

目標値 
改訂計画 

策定時 
2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

健康チャレンジリーダー養

成者数（累計） 
人 96 126 131 136 141 180 

認知症サポーター養成者数

（累計） 
人 20,794 24,104 25,528 27,309 28,764 33,500 

 

関連事業 

○包括的支援事業○生きがい事業団助成事業○老人クラブ支援事業○介護予防・生活支援サービス事業○一

般介護予防事業○高齢者生活支援事業○終末期に向けた権利擁護推進事業○介護老人福祉施設整備費等助成

事業○介護人材育成定着支援事業 

決算額 

 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

事業費（千円） 893,124 983,698 1,037,034 970,892 

執行率（％） 95.71 97.06 96.98 97.41 

 

施策の推進に向けた主な取組の「成果」 

・市内１３か所の高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター）で、保健師、社会福祉士、

主任ケアマネジャー等が中心となり、関係機関等と連携しながら、高齢者の相談や総合的支援の

推進を図りました。また、認知症予防教室を行うなど認知症施策を推進するとともに、平塚市在

宅医療・介護連携支援センターの運営を通して、在宅医療と介護の連携を推進しました。 

・生きがい事業団の円滑な運営を図るために補助金を交付するとともに、会員に向けた研修や会員

数及び受注件数増に向けたＰＲ活動に対する支援を行いました。 

・健康寿命を伸ばすための「介護予防・健康づくり活動」として「趣味の作品展」や「生きがい教

室」などのほか、新たに「健康マージャン大会」を開催することにより、クラブ活動の活性化を

図りました。また、ゆめクラブ湘南平塚創立６０周年の取組として、広報紙「幸せのひろば（第

１００号）」に特集記事を掲載したほか、９１の単位クラブに対して財政的な支援を行うことに

より、地域における交流や社会参加を促しました。 

・介護予防ケアプランを作成する高齢者よろず相談センターと、サービス事業者やボランティア団

体などの関係機関が連携し、適切なサービス利用につなげました。 

・健康チャレンジ普及啓発事業として各種講座を開催するとともに、フレイルチェック測定会を開

催しました。また、東京大学高齢社会総合研究機構との共同研究である口腔フレイル予防を主と

したカムカム教室を開催しました。さらに、フレイルチェック結果及び介護認定情報の活用によ



り、介護予防効果の検証を行いました。 

・ひとり暮らしの高齢者などに対し、家庭における軽作業代行などの日常生活支援、緊急通報シス

テムなどの機器貸与による見守りサービスを行うことで、安心して在宅生活を送ることができる

ように取り組みました。 

・終末期に向けた活動支援事業検討会を開催し、高齢者やその家族からの相談体制充実に向けた検

討を重ね、民間事業者と「終活に係る業務の支援に関する協定」を締結するとともに、エンディ

ングノートの配布や終活セミナー開催による普及啓発を行いました。また、虐待防止等ネットワ

ーク協議会を開催し、高齢者虐待対応における関係機関との連携や対応力強化を図りました。 

・介護職員初任者研修の受講料や介護職員の宿舎借上げ費用の一部を助成することで、介護人材の

確保、定着を図りました。 
 

施策を推進する上での「主な課題（・）」と課題解決を図るための「取組方針（⇒）」 

・高齢者よろず相談センターの質の平準化が必要となります。また、認知症の早期発見や家族支援、

在宅医療と介護の連携を推進する必要があります。 

⇒高齢者よろず相談センターの後方支援等を行う基幹型包括支援センターを設置し、８０５０問題

や支援拒否等の各センターでの対応困難な事例について、関係機関を交えた的確なアセスメント

の支援を実施します。また、平塚市在宅医療・介護連携支援センターや認知症初期集中支援チー

ムを活用した医療と介護の利用支援を推進します。 

・働く意欲のある高齢者が、それぞれに合った働き方で活躍できる環境整備が必要となります。 

⇒ハローワークなど関係機関との連携により、就労ネットワークの強化を進めるとともに、生きが

い事業団による社会ニーズを踏まえた受注の拡大と会員の就労機会の確保のための取組を支援

します。 

・ゆめクラブ（老人クラブ）数、会員数の減少が続いています。 

⇒活動内容の充実を図るとともに、会員の退会防止や新規会員の増強に取り組みます。 

・在宅高齢者が安心して暮らせることが必要となります。 

⇒サービスを必要とする人に情報が届くよう事業の更なるＰＲに努めるとともに、事業の強化に向

けて既存事業の統廃合や新規事業について研究します。 

・高齢者のフレイル、口腔フレイルなどの解消に向けて、取り組む必要があります。 

⇒高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を踏まえながら、健康チャレンジ普及啓発事業で

は、専門性の高い内容に特化して推進します。また、フレイルサポーターの養成、フレイルチェ

ック測定会などの充実を図るとともに、口腔フレイル予防の普及啓発を図ることで、より多くの

高齢者に自身の状態に対する気づきと改善に向けた行動を促します。さらに、フレイルチェック

結果及び介護認定情報等の活用により介護予防効果の検証を行います。 

・本人の意思が尊重され、希望に沿った生活が送れるように、高齢者の権利擁護の視点に立った支

援や虐待などへの対応が必要となります。 

⇒高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる支援体制の拡充とともに、権利侵害を防

ぐため、関係機関との連携による支援体制の強化を図ります。 

・特別養護老人ホーム入所待機者数を踏まえた施設整備を検討する必要があります。 

⇒特別養護老人ホームの入所待機者数は、新たな開所によって微減傾向であることから、高齢者福

祉計画（介護保険事業計画［第９期］）以降についても、計画期間における介護サービス等の見込

み量を推計し、特別養護老人ホーム等の介護サービス提供基盤の整備目標を定めます。 



・介護人材の確保・定着に向けた取組を進めることで、介護保険サービスが安定的に提供される必

要があります。 

⇒介護職員初任者研修に係る受講料の一部助成やスマート介護を推進するなど、介護人材の確保・

定着や介護現場の生産性向上に向けた取組を進め、介護サービス事業所等に携わる人材を安定的

に確保します。 

 


